
民生福祉常任委員会審査日程 
 

日 時  令和４年１２月１３日(火) 

午後２時から 

場 所  第１委員会室 

 

～審査内容～ 

 

１ 議案第８６号 山陽小野田市児童館条例の一部を改正する条例の制定につ

いて（子育て） 

 

２ 議案第９１号 山陽小野田市の児童館の指定管理者の指定の一部変更につ

いて（子育て） 

 

３ 所管事務調査 請願の経過について（請願第４号 飼い主のいない猫の不

妊、去勢手術費に対する支援補助金の創設を求める請願書）

（環境課） 

 

４ 閉会中の継続調査事項 

 



 令和４年１２月民生福祉常任委員会　子育て支援課　資料４

議案第８６号　山陽小野田市児童館条例の一部を改正する条例の制定について

１　経緯

　　①小野田児童館の老朽化

　　・築６０年以上経過で耐震診断未実施

　　・児童館室他雨漏り、正面外壁タイル剥離、児童館室・調理室柱にひび等

　　　➡施設の今後について検討　→　施設の延命化は不可能

　　　➡施設の建替を検討　→　建替は行わない　

　　　➡機能移転について検討

　　②小野田児童館内実施事業（ふれあい相談室、児童クラブ事業、児童館事業）

　　・場所や手法を替えての実施の検討

　　　➡ふれあい相談室　→　Ｒ４．４月に労働会館へ移転

　　　　児童クラブ事業　→　Ｒ５．４月に小学校内へ移転

２　児童館事業の実施場所変更のメリット・デメリット等

区分 H30 R1 R2 R3

児童の集団的指導及
び個別的指導

開催
回数

93回 74回 2回 16回

（地域交流センター）
平均
人数

14.0人／回 11.6人／回 1人／回 4.5人／回

児童の健全育成

（地域交流センター）

育児について必要な
助言、指導等

（スマイルキッズ･
地域子育て支援センター）

児童の各種相談

（スマイルキッズ･
地域子育て支援センター）

現状で、この機能の利用はほとんどなく、既にスマイルキッズや地域子育て支援センター等の他施設及び
他事業で対応できていると考えていることから、児童館で同様の機能を確保する必要性は低い。

・地域の人との交流が広がる。

・児童専用の居場所・拠点がなく
なる。

・児童の遊びを指導する者がいな
くなる。

・地域交流センター等の活用

・地域の人の目による見守り・交
流

メリット デメリット 対応策

・地域の人との交流が広がる。

・子どもの活動について、地域の
人に認識してもらえる。

・平日午後の活動は児童クラブ利
用児童が参加しづらくなる。

・専用施設でなくなるため事業実
施日等の調整が必要

・児童クラブ事業のレクリエー
ションの充実

・施設所管部署との調整
　➡利用は可能

利用人数（現状）事　業

（移転予定先）

子
ど
も
の
生
涯
学
習
機
能

平日
の平
均
人数

3.7人／日 3.6人／日 1人／日 0.3人／日

保
健
機
能

0人

年間
のべ
人数

0人 0人 0人 0人

年間
のべ
人数

0人 1人 0人



閉会中の継続調査事項について 

 

委 員 会 名 調 査 事 項 調 査 期 間 

民生福祉常任委員会 

・国民健康保険及び国民年金に関すること。 

・介護保険に関すること。 

・在宅介護者支援に関すること。 

・保健衛生に関すること。 

・保育所に関すること。 

・病院経営に関すること。 

・地域医療に関すること。 

・在宅医療介護連携に関すること。 

・人権・男女共同参画に関すること。 

・火葬場に関すること。 

・空き家等の適正管理及び利活用に関すること。 

・子育て支援に関すること。 

・障害者・高齢者福祉に関すること。 

・環境衛生に関すること。 

・社会福祉に関すること。 

・市民活動に関すること。 

・急患診療に関すること。 

・証明書コンビニ交付に関すること。 

・マイナンバーカードに関すること。 

・成年後見制度の利用促進に関すること。 

・文化に関すること。 

・スポーツに関すること。 

・スマイルエイジングに関すること。 

・新型コロナウイルス感染症に関すること（民

生福祉常任委員会所管部分に限る。）。 

・地域運営組織に関すること。 

・地域交流センターに関すること。 

・再犯防止に関すること。 

令和５年３月

定例会前日ま

で継続して閉

会 中 調 査 す

る。 

 


